
生活機能評価の根拠法令 

 

○介護保険法 

（地域支援事業）  

第百十五条の三十八  市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護

状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよ

う支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。  

一  被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽

減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービ

ス事業を除く。）  

（以下略） 

 

 ○介護予防事業の円滑な実施を図るための指針 

  （平成１８年３月３１日厚生労働省告示第３１６号） 

 第二 介護予防特定高齢者施策 

（中 略） 

二 事業の対象者 

介護予防特定高齢者施策は、主として特定高齢者を対象に実施するものとし、その把握について

は、市町村において、すべての第一号被保険者に対して実施される生活機能評価に基づく実態把

握、当該市町村において要介護認定等に係る事業を実施する者又は保健分野において訪問活動を

担当する保健師等との連携による実態把握、医療機関、民生委員等との連携による実態把握など、

様々な機会を捉えた実施に努めるものとする。 

（以下略） 

 

 

 

 



○地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老健局長通知） 

１ 介護予防事業 

介護予防事業は、従来取り組まれてきた老人保健事業における健康教育、健康相談、機能

訓練、訪問指導等の実績を踏まえ再編されたものである。 

（１）介護予防特定高齢者施策 

（中 略） 

  イ 各論 

  （ア）特定高齢者把握事業 

特定高齢者把握事業は、特定高齢者を選定することを目的として、次の取組を実施

する（別添１「介護予防特定高齢者施策の流れ」参照）。 

    ① 生活機能評価 

当該市町村に居住地を有する６５歳以上の者に対し、問診、身体計測、理学的検

査、血圧測定、循環器検査、貧血検査及び血液化学検査を実施し、生活機能が低下

しているおそれのある高齢者を早期に把握する。 

ただし、平成１８年度及び平成１９年度においては、老人保健法（昭和５７年法

律第８０号）に基づく基本健康診査において実施することとする。 

ａ 問診 

現状の症状、既往歴、家族歴、嗜好、生活機能に関する項目（別添２「基本チ

ェックリスト」参照）等を聴取する。 

ｂ 身体計測 

身長及び体重を測定し、ＢＭＩを算定する。 

ｃ 理学的検査 

視診（口腔内を含む。）、打聴診、触診（関節を含む。）、反復唾液嚥下テス

トを実施する。 

ｄ 血圧測定 

聴診法又は自動血圧計により、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定する。 

ｅ 循環器検査 

安静時の標準１２誘導心電図を記録する。 

ｆ 貧血検査 

血液中の赤血球数、血色素量（ヘモグロビン値）及びヘマトクリット値を測定

する。 

ｇ 血液化学検査 

血清アルブミン検査を実施する。 

なお、上記検査のうち、反復唾液嚥下テスト、心電図検査、貧血検査及び血清ア

ルブミン検査については医師の判断に基づき選択的に実施する。 

（以下略） 


